
今の時代に求められる
本質的な看護体制

2020年4月1日
精神科訪問看護を新たに開設しました

板橋リハビリ訪問看護ステーション Wish Tree



Wish Tree
（ご利用者・ご家族・スタッフ・その他サポーター希望の木）

『障がいを抱えていても、生きがいをもって生活したい』
そんなかけがえのない想いを、私たちがサポートします。
当ステーションでは、経験豊富な医療現場経験を持つ看護師をは
じめ理学療法士や作業療法士など、プロのスタッフが数多く在籍。
さらに、連携診療所の精神科医、精神保健福祉士、臨床心理士と
共に、リワークを始め、企業へのアプローチも実施しております。
『在宅医療を超えたのトータルサポート』が、私たちの強みです。

看護師理学療法士

精神保健福祉士

作業療法士
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板橋リハビリ訪問看護ステーションは新たに板橋区を拠点として、地域医療機関と連携し看護師
作業療法士による精神科訪問看護を提供させて頂く事となりました。
※精神科訪問看護／リワーク経験の豊富な看護師、作業療法士、理学療法士がご支援しますのでご安心下さい。

以下のような精神疾患でお悩みの方をサポートしております

適応障がいの方 統合失調症の方 双極性障がいの方 発達障がいの方 不安障がいの方 薬物依存の方

その他のサポート内容

・家族の悩み事や不安への支援を行います。
・生活リズム・服薬管理・金銭管理への支援を行います。
・社会復帰等、生活上でお困りの事を一緒に考え自立した
生活が行えるよう支援を行います。

・病気の理解や障がい受容のための支援を行います。
・対人関係能力向上への支援を行います。
・体力の維持・向上に向けた支援を行います。

板橋リハビリ訪問看護ステーション
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15年前、板橋区を中心にリハビリに特化した訪問看護ステーションを開所しました。
15年間の繋がりにより、多くの地域住民をはじめ、各種医療・福祉関係者の皆様と密
に連携して参りました。
この連携を最大限に生かしながら、皆様とご一緒にサービスを提供しております。

①繋がり力：地域方々や行政・医療機関と柔軟に対応

③まきこみ力：稲取温泉郷・昼神温泉郷と連携を図りながら「生きがい」にサポート

10年前より各地域と連携し「リハビリ旅行」を取り組んで参りました。
生活リハビリの中での「生きがい」創りを温泉郷と共に取り組んでおります。
看護・リハビリを通じて、ご利用者・ご家族様の「人生」をサポートしております。

②プロフェッショナル力：専門的な知識・経験を活かした総合的サポート

看護師・作業・理学療法士資格だけでなく、サポート力の向上を目的に、産業カウン
セラー資格やキャリアコンサルタント資格を保有したスタッフがサービスを提供して
おります。また、連携クリニックでは理学療法士もリワークをサポートしております。



【ヘルスツーリズムとは】

旅行という非日常的な楽しみの中で、旅行中のトラブルを回避したり、健康回復や健康増進を図るものをさします。
そして旅をきっかけとして、旅行後も健康的な行動を持続することにより、豊かな日常生活を過ごせるようになること。

経済産業省：「健康寿命延伸産業創出推進事業」
【Work Reha ヘルスツーリズムとは】

半日旅行という日常的な生活の中で、復職までの障壁をのりこえたり、心身の健康回復や健康増進をはかるものをさします。
我々が考える旅とは、自宅から駅まで、そして会社までと住み慣れた環境外で過ごす事を旅としております。その道の羅針盤となる事が目的です。

【内容】
①旅行前プログラム
◎目標(希望)設定◎メンタル測定◎体力測定
◎心身機能向上プログラム

②旅行中プログラム
◎それぞれのミッションを遂行
※他者との共有作業(活動)での取り組み

③旅行後プログラム
◎当事者会(ふりかえり）◎キャリア調整



訪問看護の希望・相談
●主治医を通じて、又は直接「板橋リハビリ訪問看護ステーション」までご連絡ください

事前訪問
●担当者がご利用者宅まで伺い、サービス内容や契約などについてご説明します

訪問看護指示書依頼
●訪問看護の導入には主治医の指示書が必要になりますので、主治医への相談をして頂きます

契約
●訪問看護の内容についてご説明し、ご質問をお伺いします
●ケアの目標、ご利用時間・回数を共有しご契約となります

訪問開始
●訪問看護を開始します
●症状を確認しながら、各種関係機関と連携し、ご利用者様の生活をサポートします



自己負担は１～２割になります。

※自立支援医療制度を利用した場合は、1割負担かつ毎月の上限金額までの負担になります。

※自立支援受給者証や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自己負担が減免される場合もございますので
ご相談ください。

※東京都の場合、区市町村税が非課税の方は自己負担なしの助成制度があります。

※生活保護受給中の方は自己負担はありません。

自己負担は１～３割になります
※お持ちになっている保険証により異なります



私たちが目指すもの

「みんなで」分け隔てなくその人らしさを大切にする社会を創造すること・・

to be continued


